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上 場 部

上場廃止に係る猶予期間入りについて

下記のとおり、上場廃止に係る猶予期間に入ることとなりますので、お知らせします。

記

（注）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本年４月２１日に、上場廃止に係る猶予期間の１年

間から２年間への延長を規定した有価証券上場規程第７２７条（関連規則は同第７２５条）が施

行されておりますが、今後、同社が債務超過の解消に向けた改善計画を公表した場合には当該規

定の適用により猶予期間が延長される場合があります。

以  上

１．銘   柄 石垣食品株式会社 株式

（コード：２９０１、市場区分：ＪＡＳＤＡＱスタンダード）

２．猶 予 期 間

（注）

２０２０年４月１日（水）から２０２１年３月３１日（水）まで

３．理   由 本日同社が提出した有価証券報告書の連結貸借対照表において、事業年度の末日

（２０２０年３月３１日）に債務超過の状態であることが確認されたため

（有価証券上場規程第６０４条の２第１項第３号（関連規則は同第６０１条第１項第

５号本文））
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